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復
與
期
の

：

經
濟
史
的
硏
究

)

阿

部

秀

助

シ

\Z

於
け

i

本
主

m
的
企

業
命

く

も

十

紀
の

後

华

期
he
於

け
る

業
的
活
動
は
主

' ^

し
て
同
族
の
カ
に
ょ
り
し
も
の

V
J

他
は

幾

多
の

富

豪
城

相

結
合

同
市
，の
企 

し
て

1

種

n 

口
ミ
.
の

等
な

K

V

ビ

'■
0

放
資
圑
を
組
織
せ
じ
名
の
ビ
あ
り
、即
ち
前

#

の
典
型

V
J

し
て
は
ト

f
i

メ
イ
及
ビ 

兩
菩
に

-

し

て

後

者

，に

厲

す

る
4

の
'

戶
し
て
は
ナ
ジ
ム
ベ
ニ
、ボ
ン
シ
ノ
ジ
、ス
コ
ッ
チ

す
0
: 

. 

, 

' 

'
.
; 

•

先
づ
前
遨
た
る
：ト
V
メ
イ
家
.に就
き
て
考
察
す
る
に
同
家
は
旣
RA'

世

紀

，
頃

に

其

名

を

知
 

&
れ
し
由
緖
あ
る
シ
.エ
ナ
の
舊
家
に
し
‘て、千
七
西
十
八
年

9ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
三
世
シ
子
ナ
の 

バ
ン
デ
ネ
リ
家
ょ
A
出
で
し
人

)

と
，同
市
ビ
.
の
間
に
真
志
の
疏
通
參
欠
ぐ
や
、當
時
鄭
ら
之
れ
が 

和
.解

の

.衝
へ
に
當

-CV

し
も
の
は
ト
ロ
メ
イ
家
の
ト
ロ 
メ
オ
”、ト口 
メ
イ
に
し
て
此
一
事
を
見
て
も

,萆

ヨ

卷(

三
七
岔)
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鹛
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截
f'
J經
攀 
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號
' 
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九
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第十

3
怨

(

三
七3

)

論

餽

1

鶴
と
經
濟 

i

號 

九
八 

如
何
に
ト
ロ

 

メ
イ
家
が
シ
エ

.ナ
市
に
於
て

.重
要
な
る
地
位
を
有
せ
し
こ
ビ
を
認
む
る
を
#
可 

し
、而
し
て
同
家
が
：十
三
；世
紀
に
於

5

ら
投
資
的
の
事
業
に
活
動
甘
し
事
實
は
千
ニ
西

. 一.

f

十 

五
年
及
翌
廿
六
年

©
南
年

.に

2

ぅ
：て宗
敎
上
，の
翻
絆
を
脫
せ
ん
と
せ
し
マ
ッ
サ
市
に
軍
資
金 

を

^

給
.せ

し

が

如

；き
、或

は

千

ニ
]5
|
.五
十
五
年

一

月
五
日
の
史
料
の
吾
人
に
示
す
が
如
く
、パル 

ト
ロ
 

メ
オ
：、ペト
リ
、及
デ
ュ

.タ
ュ

V
V

イ
デ

•等

^
共
同
、出
資
の
下
に
英
國
に
於
け
る
ゥ
ザ
ン
チ
ょ 

ス
.
タ
ー
修
道
院
に
额
の
資
金
を
融
通
せ
し
が
如
き
、或
は

e 1
0
3

 

c
o
m
p
a
g
n
i

 

M
e
r
c
a
n
a
S
e
n
e
s
i

 

ci 

F
r
a
n
c
i
a

と
稱
せ
ふ
れ
し
ト

u 

メ
オ
、デ、ヤ
コ
ボ
が
怫
蘭
西
の
各
地
に
於
け
る
都
市
、修
道

.院
、僧
侶 

貴
族
等
に
對
し
て
資
金
を
供
給
せ
し
が
如
き
、或
は
レ
イ
ナ
ル
ド
、デ

 >

 

コ
ボ
-
彼
れ
ビ
が
千
ニ 

西
五
十
四
年
十
二
月
十
こ

P

を
以
て
法
主
に

»

す
る
資
金

_

達
の
任
務
に
服
せ
し
が
如
き
、何
 

れ
も
ト
口

 

メ
イ
家
が
當
時
公
私
の
兩
方
面
に
*
し
て
財
力
上
の
活
動
を
な
せ
し
一
端
を
示
す 

も
の

.な
り
と
す
、殊
に
同
家
の
資
金
供
給
上
に
一
於
て
最
も

ff
i

要
な
る
意
義
を
有
せ
し
も
の
を
シ 

.シ
フ
ー
事
件
ビ
な
す
、之
れ

ょ

' !
>

:

先
き
獨
逸
皇
帝

V
イ
ン
リ
ジ
ヒ
六
世
と
シ
シ
リ

ー

王
國
の
繼 

承
者
た
る
ノ

 

V
:

マ
:ン
の
王
女
今

^

スタンツェの間

.に
生
れ
し
フ
タ
！
ド
リ

ジ

ヒ
二
世
は
典 

後
、羅
馬
及

.獨
逸
皇
帝

1の
位
に
即
く
マ
し
共
に
口
ン
パ
ル
デ

1

0
鐡
冠
を
戴
き
、且
つ
ブ
ル
ダ
ン
ド
、

i

シ
ソ
！
、ジ
ノ

-

ル
サ
レ
ム
に
君
臨
し
、其
人
剪
悍
に
し
て
大
度
な
り
し
が
帝
は
千
ニ
西
五
十
年 

十

ニ
月
十
三
ロ
を
：以
，て
フ
、
ォ
レ
ン
：チ
ノ
に
逝
く
に
—

れ

ぅ
、
而
し
て

帝
ビ
相
»
れ
ざ
り
し
ィ 

ン
ノ
セ
ン
ト

0
世
は
此
の
機
會
，を
利
用
し
て
シ
シ

ソ

I

王
國
を

0

已
の
勢
カ
範
圓
た
ら
し
め 

ん

-

欲
し
、新
た
に
英
主
へ
：ン

y 
I

三
世
に
緣
故
あ
る

#

を
以
て
王
公

ら
し
め
ん
と
せ
り
、然る 

に
王
一
弟
ク
チ
ヤ
ー
ド
は
之
れ
が
候
補

#

た
る
を
僻
せ
し

t

以
て
法
王
は
更
に
王
子
工
ド
ム
ン 

ド
を
以

V

之
れ
が
：繼

.承
#

た
ら
し
む
る
に
逛
れ

&

、當時
マ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
シ
シ
リ
ー
貴
族
の

f

 

助
の
下
に
其
勢
错
名
可
か
ら
ざ
る
を
以
て
之
れ
を
打
破
す
る
爲
め
に
は
勢

a

M 
M

の
軍
資
金 

を
投
じ
て
：同
國
を
平
，足
ず
る
必
趣
あ
り
、斯
く
て
へ
ン

J —

は

英

國

内

に

.
あ

る

資

源

を

擔

保

と
 

し
て

.互
額
の
鹫
金
を
シ

.H

ナ
及
フ
口
：

.レ
：
ン

ス

の

.富

豪

に

求

む

る

に

至

れ

纥

而

ロ
 

メ
ィ 

家

9
人
々
に
し

.て
此
辦
件

^

關
係
を
有
せ
し
は
ア
レ
キ
サ
ン
ダ

ー

四
世
の
資
金
調
逡
遨
た

b
 

し
ト

J
ロ
，メ

オ

、
デ
、
ヤ

コ
f

ナ
ル
ド
，デ、ヤ
コ
ボ
、法
王
廳
に
對
す
る
代
表
者
た
る
ク
タ
ス
ト
フ
ォ 

ロ 

口 

メ
オ

^

國
方

'!
'の
代
表
者

た

6'
ャ

コ
ブ
ス
、，グ

.

チ、其
他
、千

 

一ー
1?
六
十
三
年
ゥ
ル
バ
ン
四 

1L
'
'ど
不
洋
パ
の
降
に

' 之
れ
が
調
停
者

^
.

cv

し
ビ
ユ
ト
ロ
、ク
グ
ス
ト
フ
ォ
リ
等
な
ぅ

.と
す
、千
一
一
百
六 

十
四
：年
十
一
月
十
<
日
ァ
レ
キ
サ
ン
ダ

1
四
世
は
其
死
に
先
ち
て
皇
：帝
に
味
方
せ
し
シ
ユ
ナ 

笛：H

S

“ (
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說
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と

終

濟
 

0

0

1
C
6

に破
！
：

の
宣
吿
を
與
ふ
る
と
共

.に
、同
市
の
商
人
に
.對

す

る
'外
_

人
の
支

.拂
を
！H

止
せ
し
む
る

，
に

0
れ
办
、殊
に
彼
れ
に
次

‘で
.法
王
の
位
に
即

.き
し
卸
蘭
西
人
ク
ダ

パ

シ
四
世
は
见
に
千
ニ

 

W

.

.

.

.

.

. 

. 

• 

•• 

.

六
十
ニ
年
を
以
て
之
れ
を
勵
行
せ
し
め
し
爲
め
同
年
九
月
に
於
け
る
ア
ン
ド
レ
ア
、ト
ロ
メ
オ 

,
の
市
場
報
吿
書
が
吾
人
に
枣
す
が
如
く
樊
怫
南
國
殊
に
英
國
に
於
け
る
シ
ユ
ナ
の
商
人
は
自 

己
の
贷

»
せ
し
資
金
を

.囘
收
す
る

Z
と
能

‘は
ざ
る
爲
め
少
か
ら
ざ
る
困
難
に
陷
る
に
至
&
し 

か
ば
、
a
等
の
大
商
人
中
に
は
自
己
に
と
り
て
不
利
益
な
る
同
市
の
政
策
を
排
せ
ん
と
し
て
千 

ノ
ニ

^
六
十
ニ
年
十
，ニ
月
市
廳
と
衝
突
し
其
結
果
ビ
コ
ロ
ミ
二
、ト
口

 

メ
ィ
、サ
ラ
チ
二
、グ
レ
ラ
二
，
 

サ
ジ
ム
べ
二
、マラ、ヴォル

.チ
の
如
き
富
豪
何
れ
も
他
に
移
住
す
る
こ

^

、
な
ぅ
、爲
め
に
市
の 

經
濟
上
に
於
け
る
打
擊
甚
し
き
を
以
て
市
民
の
中
に
は
之
れ
が
復
.歸
運
動
を
な
せ
し
も
の
ぁ

! 

■ 

.
：
.
：
.
.
：
：
： 

.

. 

- 

,

4
し
も
、飽

®
法
王

.に
味
方
す
る
を

&
己
の
利
益
な
&
ゾ
し
信
せ
し
彼
等
は
堪
に
市
民
の
厚
意
を

:
.
 

.

.

.

.

.

.

.

. 

.

.

.

.

.

.

. 

,

拒
絕
.せ
し
の
み

S

ら
t

同
時
に
市
民
と

 

一
®

を
交

ふ
る
乙

と
を

決
す
.る
に

至
&

し
か
ば
、市
民 

:
中

；
の

一

皇

帝

I
導

は

遂

.
代

激

し

.
て

ビ

コ

ロ
ミ

-
4
、

ト

ロ 

メ 
.

オ
の
邸
宅
を
燒

.

.き
其
他
：法
王
黨
の
所
布
財

'

■'
■
產

，を

破

壤

す

る

に.
.
-
：至

れ
b
、千
一
ー
西
六
十
三
年
五
月
法
王
黨
.の
軍
は
マ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
典

V
C衝
突

• 

. 

. 

.

.

;•
’ 

.. 

. 

.

.
：
：
：

.：

.

し
、此

'戰
_
に
於
て
法
王
侧
吵
魁
首
た
：る
.ッ
チ
オ
、ト
口 

メ
.オ(
ヤn 

"ホ
、-デ
、リ
ナ
ゲ
ド

’ャ
コ
ビ

)

は
戰

死
し
、同
じ
く
ト
ロ

 

メ
オ
家
に
屬
す
る
ビ
エ
ト
ロ
、ク
ソ
ス
ト

.

フ
ォ
ソ
、メ
ォ
、
レ
ナ
ル
ド
、メ
ォ
デ
*ィ 

ン
ゴ
ン
ト
ラ
ト
は
ビ
コ
ロ
ミ
ニ
家
の
こ

5£

潸
と

^

に
*

虜
と
な

6

ギ
ニ

1?
六
十
三
年
九
月
ニ 

萬
三
千

「

リ
I

ル」

の
胳
偾
金
を
以
て
辛
じ
て
释
放
せ
ら
れ

.

し
も
の
な

b

ビ
す
、ロ

〈

だ
此
衝
突
の
爲 

:;

め
幾
多
の
入
命
を
失

.
ひ
し
：宫豪
は
法
王
ビ
の
和
解
に
ょ
り
て
大
な
る
經
濟
上
の
利
益
を
受
く 

る
'

に
至

K
0
ち
寺
院
方
面
，の支
挪
禁
止

«

解
除
せ
ら
れ
彼
等
は
自
己
の
債
權
を
自
曲
に
耍
.，求
 

し
得
る
，V

J

典
に
何
等
破
円
の

^

に
處
せ
ら
る
ゝ

乙

と
な
く
し
て
國
際
的
取
引
に
從
事
乙
得
る 

:.
,
乙
ビ
、

な
れ
と
而
し
て
此
事
實
は
ク
ル

V

ン
㈣
诋

が
千
ニ

1?
六

+
5

年

|

月
六
日
に
佛
蘭
两 

ノ
駐
在
の
公
使
た
る
ミ
ロ
に
與
え
た
る
御

‘
敎
書
の
明
か
に
吾
人
に
示
す
處
に
し
て
、ト
ロ
メ
オ
豸 

の
人
々
に
し
て
其
解
除
を
受
け
し
人
名
中
に
は
べ
ト

V

ス、ク
タ
ス

V

.

フ
ォ
グ
、

T

ン
ド
レ
ア
メ 

タ
ス
ト
フ
ォ
ソ
ビ
其
甥
グ
ィ
レ
ぐ
ム
ス
、レ
ナ
ル

•チ
、メ
ウ
ス
、レ

.

ナ
.

ル
デ
、ウ
ゴ
ー
、ィ
ン
コ
ン
ト
ラ 

ツ
ス
デ
ュ
ク
ス
グ
ィ

.
ド
、ダ

7-

レ
ン
ギ
、ヤ
コ
ブ
ス
、タ
ベ
ネ
、メ
ク
ス
ー
タ
べ
ネ
。メ
ウ
ス
、ィ

V

コ
ン
ト 

ラ
チ
、タン
グ
ス
、コ
ン
ト
ラ
チ
、ゲグ

.

ク
ス
、ボ
ニ
ン
，コ
ン
ト
ダ
等
あ
り
、其
後
、千

T

1

W

七
十
年
に 

&

一 

時
オ

&
 

メ
オ
家
の
財
的
活
動

.

は
全
く
史

.
上
ょ

>

消
'
去
.

せ
久
斯
く
の
如
き
は
ス
コ

ッ

チの
. 

場
合

k

萆
る
が
如
く
ボ
ン
ジ
ノ

.
y

及
フ
ロ
レ
シ
ス
の
商

'
人
の
.
爲
め
.

に
市
場

‘
ょ
：
5

驅
逐
せ
ら
.れ 

第十
3

卷
.

0

ユ七七

)

.

論

魏

-

魏
锨
と
經
濟
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:

i
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三七八)

論
說
数
術

2
銥濟 

‘望

號

5
 
ニ

.

し
免
し
彼
の
千
ニ

W

五
'十
三
年
ょ
り
千
ニ
百
六
十
九
年
に
至
る
迄
ジ
ャ
ン
パ
ー
ニ
ユ
及
典
國 

方
而
に
於
け
る
ト
ロ

 

メ
：オ
家
の
代
表
遨
と
し
て
活
働
せ
し
ア
ン
ド
レ
ア
、デ、ク
リ
ス
ト
フ
ォ
ロ 

,

:

:

:が
千

-1
:窗

：七

十

五

年

以

後

.,

フ
ラ
ン

V

I

方
面
に
於
け
る

*ホ
ン
•シ
グ
ィ
タ
の
代
表
翁
と
な
れ
る 

が
如

&

は
、多
少
此
間
の

m

息
を
語
れ
る
も
の
な

.

^
ど
信
ず
、千
三
西
九
年
ボ
ン
シ
ノ
リ
ー
の
破 

產
ビ
共

^
.
:

ト
ロ
 

メ

オ

再

び

其

頭

を

接

げ

、豐

赏

，の

經

驗

を

有

せ

し

ア

V

ド
レ
ア
、デ/

ジ
ス
ト
フ
ォ 

リ
ロ
の
復
歸

S

共
に
新
た
に
社
中
の
人
と
な

>

p
し
も
の
に
は
フ
レ
デ
ジ
ゴ
、ジ
ナ
ル
デ
、.ヒエ
ト 

.
■
 

口

.
、デ
、ミ
：ノ
チ
、ク
タ
ス

M

ト
フ
ォ

.

ロ
、ニ
シ
オ
、デ
ル
ダ
、ィ
ル
デ
ブ
ラ
ン
デ
ノ
、デ
、ト
ロ

 

メ
オ
等
ぁ

i

、

, w 

く
て
洱
び
舊
時
の
®，況
を
見

る
に

至

 ̂
b

*

試
み
に

ス
コ
ッ
チ
會

»
を
以

て

ト
口 

メ
オ
會
比
べ 

比
較
す
る
に

前
者
が
：一

一

1

十
七
人

.
の
，社
員

中
、僅
か
に
同
族
五
名
な
る

R
對
し
て

ト
ロ 

メ
ォ
會
社 

は
ニ
ナ
五
人
、中
、ー
一
十
一
名
は
同
族
ょ

り
成
れ
6

>此
點
 

'に

於
て

トロ 

メ
オ
會
社
は
ス
コ

ッ

チ
ビ

p
な
6

て̂
d

三
社
紀

R
於
け
る
殆
ん
ど
純
平
た
る
同
族
的
企
業
組
織

^

®
す
る
こ
ヾ

」

を
#
可

.

.し 
o
; 

.

.

.

,

次
ぎ
に
ビ
コ
ロ
ミ
ニ

.の
起
源
に
就
き
て
は
何
等
史
料
の
徵
す
可
き
も
の
な
§
も
千
ニ
西
ニ 

V 

.十
六
；年
ト
ロ
ア
の
，各
市
に
於
て
キ
ヨ
ル
ン
大
僧

JE
の
代
表
潜
た
る
ゲ

ダ

メ
ル
ト
、ス
カ
ル
フ

^

二
ス
に
資
金
を
融
通
せ
し
シ
エ
ナ
の
商
人
中
ア
ラ
マ
ン
ノ
、ウ
ゴ
一
一
ス
と

•ヒ
コ
ロ
モ
、オ
,
ト
ラ 

モ
ン
チ

.
ス
ビ
は

-^
に
ビ
ロ

ミ

二
家
に

M

せ
し
も
の
に
し
て
彼
等
は
又
ク
ゴ
、ベ
ン
チ
ペ
ニ
及
ラ 

ィ
ネ
ソ
ォ
、ロ
ラ
ン
デ

V
J

の
共
同
出

®

の
下
に
千
ニ
西
ニ
十
九
年
に
キ
ョ
グ
ン
市
に
®
し
て
憤 

*

^
の
地
位
に
立

.ち

«

他
、千
 

一一
w

j一I

+
四。年

^

^

千̂
二
百
五
十
八
年
に
亘

h

て
獨
逸
方
面
に 

活
動
せ
し
ヒ
ユ
ゴ
ー
、チ
ア
ラ
モ
ン
タ
セ
の
如
き
佛

_

西
方
面
例
者
シ

V

ン
パ
ー
エ
ユ
の
諸
侯 

に
對
し
て
债
權
遨
た

6

し
ビ
コ
ロ

;:
ミニ、
オダトラモンチスの如

&

5̂
國
方
面
に
於
け
る
ト 

.

マ
シ
ノ
、ア
ン
コ
ン
タ
ン
の
如
き
何
れ
も
同
一
の
家
系
に

®

せ
し
も
の

V

P

ミ
す
、殊
に
十
三
做 

紀
に
：於
け
る
同
家
の
經
營
は

S

ん
ど
同
族
の
力
の
み
に
ょ
り
て
な

3

れ
し
も
の

.

に
し
て
、只
だ 

僅
^

に
以
太
利
以
外
の

-1
'

1

の
方
面
に
於
て
同
族
な
ら
ざ
る

0

の
活
動
を
見
し
の
み
、但
千
一
一 

百
丄
ハ
十
年
以
後
に
於
け
る

.

ビ
.

コ.

&

ミ
.

二
家
の
商
業
的
活
動
の
中
心
は
.主
ど
し
て
以
太
利
殊
に 

« :

部
以
太
利
に
於
て

®

ん
な

h

し
も
の
な
ぅ
ビ
す
。

M

に
後
者
の
企
業
形
體
を
代
表
す
る
翁
の
中
に
て
ボ
ン
シ
ノ
リ
の
起
源
少
く

 

S
も
千
こ
百 

四
十
七
年
前
に
於
け
：

る
：：

之

^

が
存
在
に
就
き
て
は
何
等
確
實
な
る
史
料
な
し
、彼
の
ゴ
ッ
ト

P 

丨
ブ
は
旣
に
千
二
百
四
十
年
頃

.に
之
れ
が
稃
立

w

國
際
的
，取
引

R

從
事
せ
る
こ
ビ
を
論
せ
る 

第十

'
1
S (

三七九

>
;
|論

.魏

_術と經濟

 

第

三

號

5

H



第十三

®

(

三
.八〇)

-
論
，
魄：

.
鼗術と_濟

 

.第
三
號
フ

一

〇时
 

も

-

9
,サ
ベ
ッ
ト
、フ
ォ
ン
ロ
ー
ン
パ
ッ
サ
ー
マ

I

ン
の
立
證
す
る
處
に
よ
れ
ば
ゴ
ッ
ト
ロ

 

I 

ブ
自
か
ら
引
用
せ

.る
法
王
廳
の
文
書
に
於
て
も
英
國
及

.南

部

佛

蘭

®
.
方

面

の

文

書

に

就

き

て
 

.も
'
何

等

徼

ず

可
，：

T
Cも
の

な

P

Z

ビ
を
指
摘
せ

v

(

一)

只
だ

イ

ゾ

ノ

丨

セ
ン
ト
四
世
に
關
す
る
文 

書
の
吾
人
に
示
す
處
に
よ
れ
ば
セ
オ

V

ル
ト
、セ
オ

4/

ル
デ

ユ

チ
の
如
&
千
ユ
西
五
十
一
年
八 

月
‘廿
五
日
.を
以
て
ボ
ン
シ
ノ
タ
の

 

一
•員
た

.ぅ
し
が
如
し
。其
他
、ダ
イ
ド
、ロ
ラ
ン
デ
の
如
き
同
じ 

く
當
時
に
於
て
出
資
祉
員
た

-^
し
も
の
な
り
ミ
す
ゝ
次
ぎ
に
サ
ジ
ム
ベ
二
家
に
於
■て
其
中
心
と 

な

り
し
も
の
は
ナ
リ

ム

ベ
ネ
、デ
ィ
、サ
ジ
ム
ベ
ニ
即
ち

.ナ
ツ
ム

ベ
ネ
、デ、ダォ，ワン
二
、サ
リ
あ
ベ
二 

に
し
て
彼
れ
は
專
ち
シ
：文
ナ
を
中
心

ビ

し

て
千
こ
百
七
十
四
年
活
動
せ
し
が
其
子
ア
レ
キ
サ 

.ン
ド
口
、ベ
：

K

チ
オ
、デ
：ォ
ヴ
ン
ニ
、ノ
ッ
ト
、チ
ア
ム
ボ

 

'
の
時
代
に
於
て
他
方
面
殊
に
英
國
方
面 

'
V

取
■引
關
係
を
結
び
尊
ら
同
國
に
於

.け
る
修
道
院
に
對
し
て
資
金

?:
供
給
す
る
ビ
共
に
、其
举 

毛
を

t
v

ラ

v

ダ

I

方
面
に

»

ら
し
、又
た
ぼ
關
係
よ
り
し
.て
此
方
面
の
貴
族
に
對
し
て
も
資
金 

の
融
通
を
計
り
し
ネ

.の

f/
p 

w

:t
次
ぎ
に
ス
コ
，ッ
チ
商
社
は
旣
に
千
ニ
西
四
十
六
努
^
月ーブ
 

.十
八
日
に
シ
キ
ナ
に
存
し
、之
れ
が
經

.營
上
の
主
な
る
人
物
は
マ
が
チ
家
の
ボ
ナ
グ
イ

v

ダ
ル 

ロ

ッ

ト
ー
な
す
、而
し
て
此
商
事
會
社
の
主
ど
し
て
活
動
せ
し
方
面
は
マ
ル
セ
イ
ュ

B

太

利
の
海

®

シ
ャ
ン
パ

I

-
ュ
等
に
て
殊
に

)
V

セ
イ
ユ
方
面
に
對
す
る
同
社
の
辦
業
は
殆
ん
ど 

シ

H

ナ
商
人
の
大
多
數

：

に
ょ
ぅ
て
出
資
せ
ら
れ
し
も
の
な
り
と
す
、而
し
て
此
方
面
に
あ
ぅ
て 

直
接
其
事
業
を
經
營
せ
し
は
レ
イ
ネ
タ
ォ
、

p

一
フ
ン
デ

に

し

て
、彼
れ
は
千

Y

I

W三
十
六
年
迄
ビ 

コ
マ
ミ
チ
家
の
代
：考
考
ヒ
し
む
獨
逸
、

®

蘭
西

、
^
宵
^

の
豪
族
又
た
は
僧
侶
に

»
し
て
資
傘
を 

供
給
せ
し
經
驗
あ
る
商
人
に

‘し
て
、同
啤
に
彼
れ
は
マ
ル
セ
イ
ユ
に
於
け
る
自
余
の
以
太
利
商 

人
ビ
協
同
し
て
專
ら
此
方
面
の
物
資
を
同
國
同
時
に
方
面
に
輸
出
せ
し

.も
の
な

6
.と
す
、尙
ほ 

ス
コ
ッ
チ
商
事
會
祉
は
ー
而
、千

.
ニ
亩
五
十
三
年
ょ

- V
-千
ニ
百
六
十

_

に

f

て
©
人
が
前
に
，述 

べ
し
シ
レ

l

丨
事
件
に
關
係
：せ
し
ど
共
に

.同
時

.に)

.當

.時
の
羅

_馬
法
王
及
英
.厕
王
に
反
抗
せ
い 

マ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
對
し
て
取
資
金
を
，供
給
.せし
ち
の
な
ら
と
す
、之
れ
を
_要す
る
に
ス
コ
ッ
チ
は
吾 

人
が
今
日
迄
知
ぅ
得
を
範
圆
に
て
は
各
方
面
の
霄
豪
即
ち
マ
ル
チ
、パ
ル
チ
、チ
タ
デ
ニ
；ハ
リ
オ 

,
ト
ロ
メ

.イ
等
の
典
同
的
出
資
に

-釋
づ
く
シ

.
エ
ナ
の
大

.商
店
に
し
て
錄
に
ス
タ
ク
フ
エ
ン
、法 

王
、英
國
主
、及
英
國
に
於
け
る
修
遨

：

院
、以
太
利
都
市
に
對
す
る
資
金
供
：鈴
溝

.
/
aる
す
共
に
マ

,
 

セ
，イ
ュ
、シ
ヤ
ン
パ

I

— .
、シ
エ
ナ
方
面
に
あ
り
て
以
太
利
內
外
の
商
人
に
向
つ
て
余
融
上
の
便 

益
を
針

.务
し
も
、の
な

P
ゴ

す
、只

だ

ス

.コ

ノ

チ

ビ

法

王

廳

；

y
j

の
間
に
於
け
'.る
慎
務
上
の
衝
突
は

”

第
十
三
饴

(

三八二)

'
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第
H
號

一

〇
六

其
.後
、法
王
廳
に
關
す
る
文
書
友

^

«
兩

_
.の
史
料
中
ょ

b

全
く
彼
れ
の
名
.稱
を
逸
せ
し
む
る 

に
至
れ

b
、而
し
て
之
れ
が
志
耍

■な
る
：理
由
と
し
て
は
、ス
コ
ッ
チ
が
資
金
上
の
貨
借
關
係
ょ
办 

し

て
法
王

^
栩
鈉
れ
ざ
る

.傾
向
を
生
ず
る
に
至

b

し
と
共
に

®'
年
、ス
コ
ッ
チ
の
有
方
な
る
活

動
家

^

ぅ
し
^
り
し
ヤ
コ
ボ
、ロ
メ
ィ
、ボ
ニ
コ
グ
ィ
ラ
、ダ
ル
口
ッ
ト
デ
ィ
、マ
ル
チ
、ラ
二
ユ
チ
オ
、デ
、

デ

ォ
ヴ
レ
二
、デ

ィ

,;
ル

チ
‘等

が
直
ち
に

%

~y
シ

ノ
リ
の

企
業

に

加

入
す
る
に
至
り
し
こ

V
Cな

..
.

.-

...

mp 

^
9 

o

誅 

一

W
，く
.
^
0
0
 n 

Elisabtt'hJ sie
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陽
炎
も
ゅ

‘る
春

: @
:日

わ

，

爽

氛

ろ

秦

外

凝

ゎ

, 

,

-
丨…

，

r

最
も
逾
し

、た

©.
以

芝
三
田
通
ツ
木

^
崖t

ン
M
rn
J
*フ
榄

V

最
、も
苦
痛
な
、

1る
.

y 

•

部

f

 

:
樂
し
き
春0
前
也

最 
4

t

t

"> ;
、

作
れ
る
洋
服
は

'

,

’ ,\

.
,
最
‘も
着
心
持-;
!
;
'き

:

..

.
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